
乳幼児用ベッドを使用する保護者の皆様へ 
 

～安全に使用する上での注意事項～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 乳幼児がベッドから転落する事故が発生しています。 
乳幼児用ベッドを安全に使用するために、   

保護者の皆様は、以下の点にご注意ください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用を終えたらすぐに前枠(扉)
を元の位置に戻して下さい 

つかまり立ちをしたら、 
（早ければ生後５ヶ月から） 

床板を最下段にして下さい 

乳幼児用ベッドの使用年齢は
２４ヶ月以内です 

足がかりとなる物を、ベッドの
中に入れないで下さい 

床板上段又は 
中段使用時 床板上段使用時 

床板下段使用時 

http://www.nite.go.jp/index.html


乳幼児用ベッドは、「消費生活用製品安全法」の指定品目であり、 
安全基準を満たした製品には、ＰＳＣマーク   が貼られています。 

乳幼児用ベッドの使用上の注意 

経済産業省 ホームページ 
 http://www.meti.go.jp/product_safety/ 

  
③ 乳幼児用ベッドは、生後２４ヶ月以内の乳幼児が使用するものです。 
 
④ 乳幼児がつかまり立ちできるようになったら（早ければ生後５ヶ月から）、 
  足がかりとなる物をベッドの中に入れないで下さい。 
 
⑤ ベッドの支柱に、乳幼児の衣服のひも等が引っ掛かることがないよう、 
  注意して下さい。 
 
⑥ 止め金具やねじ等を点検し、しっかりと締めつけた状態で使用して 
  下さい。 
 
⑦ マットレスや敷布団等は、本体との間にすき間があると危険ですので、 
  必ず、すき間のないものを使用して下さい。 
 
⑧ マットレスや敷布団等を使用する際は、乳幼児が容易に 
  枠を乗り越えて落下する高さとならないように、注意して下さい。 

（概ね
つかまり立ちした後

）

①  ②  

  
① 前枠が開閉式やスライド式の乳幼児用ベッドは、 
  前枠を下げたまま目を離すと、乳幼児が転落する危険があります。 
  使用を終えたらすぐに、前枠を所定の位置に戻して下さい。  
 
② 床板の位置を調整できるベッドは、乳幼児がつかまり立ちが 
  できるようになったら（早ければ生後５ヶ月から）、床板を最下段に 
  置いて使用して下さい（床板・キャスターを外して、サークルとして 
  使用する乳幼児用ベッドもあります。）。 


	スライド番号 1
	スライド番号 2

